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　消費者に一度拒否された商品・サービスの勧誘を、業者が再び勧誘することを原則禁

止しました。

　商品・サービスの契約を、日常生活に通常必要でない量を契約させられた過量販売・次々

販売の場合では、契約後１年間は無条件で、契約の解除ができるようになりました。

※このほかにも通信販売における解約返品制度・個別クレジット契約の割賦販売法も改

　正されました。


